
医師

一般の勤務医
★Ａ水準

月100時間未満（例外あり※）年960時間以下
いずれも休日労働含む

地域医療確保のために派遣され、
通算で長時間労働となる医師
★連携Ｂ水準 月100時間未満（例外あり※）年1,860時間以下

いずれも休日労働含む
●連携Ｂ水準は派遣元・派遣先それぞれの上限が年960時間以下となり、
合計で年1,860時間以下とする必要あり

2035年度
までの特例

地域医療確保に欠かせない機能
（３次救急等）を持つ医療機関
の勤務医
★Ｂ水準
短期間で集中的に症例経験を積
む必要がある医師（研修医等）
★Ｃｰ１、Ｃｰ２水準

月100時間未満（例外あり※）年1,860時間以下
いずれも休日労働含む

将来に向け
縮減

※月100時間以上となる場合（例外適用時）の義務

・連続勤務期間制限28時間
・勤務時間インターバル9時間の確保
・インターバルを確保できなければ代休を取得

面接
指導

全ての労働者 ※医師はR６から適用 月45時間以下 年360時間以下

一般の労働者 月100時間未満 複数月平均80時間以下 年720時間以下

原則

例外

※一般の勤務医は努力義務

特定労務管理対象機関の指定について

○ 令和６年４月から勤務医の時間外・休日労働の上限規制が適用

【医療機関】
・勤務する医師が長時間労働となる医療機関は、医師労働時間短縮計画を作成
・健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施等

【都道府県】
・地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関
（特定労務管理対象機関）を知事が指定
・指定にあたっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴取

○ 医療法の改正により、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置について整備

宮崎県地域医療対策協議会

令和６年２月16日
報告資料３－２



令和６年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

医療機関勤務環境
評価センター
（日本医師会）

宮崎県

医療審議会

地域医療対策協議会

各医療機関

令和５年度令和４年度

上
限
規
制
開
始

評価受付開始

概要説明
様式決定

概要説明

意見聴取
Ｂ、連携Ｂ

Ｃ－１、Ｃ－２

宿日直許可の取得、時短計画案の策定 等

結果通知
指定公示
評価公表

意見聴取
Ｂ、連携Ｂ

Ｃ－１、Ｃ－２

結果通知
指定公示
評価公表

意見聴取
Ｃ－１
報告

Ｂ、連携Ｂ、Ｃ－２

想定処理期間４ヶ月 想定処理期間４ヶ月

評価センター受審

結果受領

36協定の締結

結果受領

意見聴取
Ｃ－１
報告

Ｂ、連携Ｂ、Ｃ－２

特定労務管理対象機関の指定に向けた本県のスケジュール（目安）

指定に係るスケジュールについて

R6.1.22実施
意見無し


